
陳情番号     件                   名     

第22号 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善について 受理年月日 

28.10.25 

 

 陳情の趣旨  

【陳情趣旨】 

厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について（５局長通

知）」や「医師、看護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環

境を整備するため『医療分野の雇用の質』の向上のための取組について（６局長通

知）」の中で医療従事者の勤務環境の改善のための取り組みを促進してきました。

また、医療勤務環境改善に関する改正医療法の制定（２０１４年）では、勤務環境

改善にむけた各医療機関の取り組みを支援するよう都道府県に求めています。 

しかし、日本医労連が２０１３年に実施した「看護職員の労働実態調査」（回答

数３２，３７２）では、「慢性疲労」（７３．６％）、「辞めたいと思う」（７５．

２％）という看護師の実態や、医療の提供についても「十分な看護ができていない」

（５７．５％）、「ミス・ニアミスの経験がある」（８５．４％）という事態に陥

っており、これらの状況が前回の調査（２０１０年）から改善されていないことも

明らかになっています。 

勤務環境の改善なしに医療提供体制の改善はあり得ません。看護師等の具体的な

勤務環境の改善を可能にする増員計画を作成し、そのための看護師確保策を講じて

いく必要があります。安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医療従事者の

勤務環境の改善を実効性のあるものにし、医療提供体制を充実していくことが求め

られています。 

以上の趣旨から、下記事項につき、地方自治法第９９条にもとづく国に対する意

見書を提出していただけるよう陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

１．医師・看護師・医療技術者・介護職などの夜勤交代制労働における労働環境を

改善すること。 

 ①１日８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間隔のインターバル確

保、夜勤回数制限など、労働環境改善のための規制を設けること。 

 ②夜勤交代制労働者の労働時間を短縮すること。 

 ③介護施設などにおける１人夜勤を早期に解消すること。 

２．安全安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術者・介護職を

増員すること。 



３．患者・利用者の負担軽減を図ること。 

４．費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保す

ること。 

以 上 

 

 



陳情番号     件                   名     

第23号 

介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現について 受理年月日 

28.10.25 

 

 陳情の趣旨  

【陳情趣旨】 

超高齢化を迎える中で、介護従事者の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題とな

っています。厚生労働省が発表した介護人材需給推計では、団塊の世代が７５歳以

上となる２０２５年には３７．７万人が不足するとしています。人材不足は地域の

介護施策にも深刻な影響を与えるため、自治体としても看過できない問題であり、

国が責任を持って解決・改善にあたるべきです。 

多くの介護施設では、利用者の安全や必要最低限の介護を提供する体制を確保す

るため、職員を加配しています（厚生労働省「介護事業経営実態調査」）。そのよ

うな状況でも、介護現場では年次有給休暇はもとより、公休すら計画通りに取得で

きないという実態が横行しており、法定基準の大幅な引き上げ労働環境の改善を図

る事は離職防止を進めるうえでも重要な課題となっています。国は、介護職員の低

賃金の改善を図るためとして、２０１５年の介護報酬改定で介護職員処遇改善加算

を強化しました。しかし、同時に基本報酬が４．４８％も引き下げられており、介

護事業所の倒産が過去最多となるなど（東京商工リサーチ調べ）、事業所の運営に

も深刻な影響が出ています。このような状況の中で、事業所の継続のために賃金・

労働条件の見直しや体制の引き下げなどを検討する事業所も出てきており、利用者

の安全や介護の質にも影響を及ぼしかねない事態になっています（中央社保協「介

護事業所アンケート」）。 

本来、介護施設等の安全・安心な職員体制や介護現場で働く労働者の処遇の確保

は国の責任で行われるべきです。しかし、現実には、職員体制の充実は事業所の努

力に委ねられ、処遇改善も利用者・国民の負担に依拠し、さらには介護報酬の引き

下げによって処遇改善や体制確保を不安定にしています。国の責任で人材確保・離

職防止の実質的な対策、及び安全・安心の介護体制の確立を実現させることが必要

です。 

以上の趣旨から、下記事項につき、地方自治法第９９条にもとづく国に対する意

見書を提出していただけるよう陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

１．介護職員をはじめとする、介護現場で働くすべての労働者の処遇改善を図るこ

と。 



２．介護保険施設の人員配置基準を利用者２人に対して介護職員１人以上に引き上

げること。夜間の人員配置を改善（一人夜勤の解消）すること。 

３．上記の項目の実現を図るために介護報酬の大幅な引き上げを行うとともに、処

遇改善についての費用は国費で賄うこと。 

以 上 

 

 



陳情番号     件                   名     

第24号 

通院の小児医療費助成の拡大について 受理年月日 

28.11.4 

 

 陳情の趣旨  

【趣旨】 

１．通院の小児医療費助成を、早期に中学校卒業まで拡大してください。また通院

の小児医療費助成に、一部負担金を導入しないよう陳情致します。 

 

【理由】 

子どもを抱える世帯の生活実態は依然厳しく、子どもの６人に１人が貧困（※ 

１）を強いられており、経済的な理由で医療を受けられない子どもが増えています。

貧困を原因とした口腔崩壊が各地で報告されるなど、受診できないことによる悪化

事例が報告されています。このような実態を改善すべく、早期に中学校卒業までの

小児医療費助成制度の拡充を望みます。 

 

小児医療費助成制度の議論では度々、「不必要な受診を招く」等の指摘がなされ

ていますが、中学校卒業までの無料化を早期に実現した東京都では、当該制度の拡

大により救急車の出動件数や夜間・休日の受診が増えた等の事実はございません。

また群馬県では、医療費助成を中学校卒業まで拡充した結果、夜間などのコンビニ

受診が減り医療費削減にも寄与しているとの答弁が、県議会でなされています。 

小児医療費助成制度の対象拡大により、一時的に市の負担は増えることと思われ

ますが、長期的には早期受診・早期治療により市民の健康増進や医療費の削減にも

寄与するものと考えます。 

 

また横浜市や川崎市では、通院の医療費助成に一部負担金（１回の受診で５００

円）を導入することを決めました。小児は感染症などの病気にかかりやすく、小児

科はもちろん、眼科や耳鼻科などの複数科を頻回に受診することもあります。１受

診５００円の負担が、受診抑制につながることはいうまでもありません。貧困世帯

の増加に歯止めがかからない中、せめて医療へのアクセスは一部負担金というハー

ドルを設けることなく、市として保障を継続してください。 

 

（※１）平均的所得の半分を下回る世帯で暮らす１８歳未満の割合を示す「子ども

の貧因率」調査より（２０１２年厚生労働省） 

 



 



陳情番号     件                   名     

第25号 

原発事故避難者に対する住宅無償提供継続について 受理年月日 

28.11.7 

 

 陳情の趣旨  

【陳情の趣旨】 

東京電力福島第一原子力発電所の事故から５年半の月日が経ちましたが、事故に

よってふるさとを離れることを余儀なくされた避難者は、今も約１０万人に上り、

神奈川県でも３千人近い方々が避難生活を送っています。 

子どもの健康を心配して暮らす母子、ふるさとを想いながら子どもや親戚を頼っ

て仮住まいをしているお年寄りなど、態様はさまざまです。いずれの方々も苦難に

耐えながら、なんとか避難先に根差した生活を送っております。 

しかし、政府と福島県は昨年、避難指示区域外からの避難者に対する借り上げ住

宅等の無償提供を来年３月限りで打ち切ることを決定し、神奈川県でもその準備が

進められています。打ち切り対象者は全国で１万２５００世帯・３万２３００人を

超え、神奈川県でも２９７世帯・７７０人が対象になっています。 

住宅は最も基本的な生活の基盤です。中でも自助努力で避難生活をつないでいる

母子避難者にとっては、唯一の命綱です。これを切られることは、直ちに経済的な

困窮に陥り、子どもたちの未来をも断ち切ることになりかねません。 

福島県が行った避難者の意向調査では、県外避難者の７７．７％が「来年４月以

降の住宅が決まっていない」と答え、神奈川県のアンケート調査では７２％が「神

奈川県に住み続けたい」と答え、８１％の人々が住宅支援を求めています。 

原発事故からの生活再建には長い時間が必要です。懸命に生きている人々の生活

を支え、子どもたちの希望をつなぐために、政府と福島県及び神奈川県に対し、原

発事故避難者に対する住宅無償提供継続の意見書提出を求める陳情を致します。 

 

【陳情項目】 

１．福島原発の避難者が今のまま住み続けられるよう、住宅支援策を継続、拡充さ 

せること。 

２．原発事故子ども・被災者生活支援法に基づき、抜本的、継続的な住宅支援が可 

能な新たな制度を確立すること。 

 

 

 



陳情番号     件                   名     

第26号 

若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求めることについて 受理年月日 

28.11.7 

 

 陳情の趣旨  

貴職におかれましては、市民の生活向上と福祉向上のためにご尽力されているこ

とに敬意を表します。 

私たち年全者組合は、高齢者が地域で安心・安全、健康で暮らせることを願い、

活動しています。とりわけ、生活に欠かせない年金の確保をめざして運動をしてお

ります。 

厚生労働省は昨年４月からの年金を０．９％増額改定しました。しかしこれは、

一昨年の物価上昇率２．７％と実質賃金上昇率２．３％の低率の方を基準にしたう

え、「特例水準」の解消として０．５％を減じ、さらに「マクロ経済スライド」を

初めて適用させて０．９％減額した結果０．９％増額にとどめたという不当なもの

です。その結果、１．８％の目減りとなりました。今年４月からの年金は、昨年の

物価上昇率が０．８％であるにも関わらず据え置きとなり、さらに目減りしていま

す。 

また、政府・厚生労働省は「マクロ経済スライド」の適用を今後３０年間も続け

て、毎年１％程度の年金引き下げを見込み、そのうえ、この仕組みをデフレ経済下

でも発動できる制度改定を狙っています。 

年金額の実質低下に加え、消費税増税、物価上昇、住民税・医療・介護保険料等

の負担増が高齢者・年金生活者にとってトリプルパンチとなり、食生活まで切り詰

め、通院も控えざるを得ない深刻な実態となっており、まさに生きる権利が脅され

ています。 

高齢人口が増加するなか、年金は地域経済にとっても重要な位置を占めていま

す。年金額が下がることは地域の消費力低下を招き、市の財政にも大きく影響を及

ぼすことになるでしょう。 

年全削減は、高齢者だけの問題ではありません。年収２００万円に満たない低賃

金、不安定な雇用形態で働く労働者が増加する異常な状態は、現役世代にとって「将

来の年全生活」を一層不安なものにしています。安定・安心できる年金制度の確立

にとって必要なことは、正規労働が当たり前、最低賃金の大幅引き上げ・全国一律

化など、現在と将来の生活に明るい見通しを示すことです。そうすれば経済の好循

環が始まります。 

私たち年全者組合は、高齢者が安心・安全・健康で長生きでき、地域とつながり

街づくりに貢献できることを願っています。 



このような高齢者の命綱である年金積立金をリスクのある株式投資比率を増し、

１０兆円を超す大損害を出しています。積立金運用は、海外ではリスクのある株式

投資を避け、安定した債権運用が図られています。 

つきましては、年金問題に関わる下記事項について、地方自治法第９９条にもと

づき、国会・政府関係省庁に送付されますよう陳情いたします。 

 

記 

１．年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。 

２．年全を毎年引き下げる「マクロ経済スライド」を廃止すること。 

３．全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。 

４．年金支給開始年齢はこれ以上引き上げないこと。 

５．ＧＰＩＦに対し株式投資をやめ安定的な運用をするよう指導すること。 

 

以 上  

 

 



陳情番号     件                   名     

第27号 

最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求めることについて 受理年月日 

28.11.7 

 

 陳情の趣旨  

【陳情項目】 

最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書を国に提出してください。 

 

【陳情の趣旨】 

アベノミクスによる“異次元の金融緩和” によって、大企業の内部や富裕層の

所得は増えましたが、労働者の実質賃金は下落し、消費支出も減少し続けています。

“雇用の流動化” が推し進められ、非正規労働者が全労働者の４割に達し、労働

者の４人に１人が懸命に働いても年収２００万円以下というワーキング・プアに陥

っています。低賃金で不安定な仕事にしか就けず、自立も結婚も出産もできない人

が増え、少子高齢化がますます進行し、親の貧困が子どもたちの成長・発達を阻害

するという“貧困の連鎖” も社会問題化しています。 

２０１６年の改定による地域別最低賃金は、全国の加重平均で８２３円と初めて

８００円を超えましたが、なお先進国で異常に低い水準のままです。毎日フルタイ

ムで働いても月１１万～１４万円の手取りにしかならず、これでは憲法が保障する

“健康で文化的な最低限度の生活”はできません。そして最も高い東京で時給９３

２円（本神奈川県では９３０円）、最も低い地方は７１４円です。時間額で２１８

円にまで広がった地域間格差が、労働力の地方からの流出を招き、地方の高齢化と

地域経済を疲弊させる要因となっています。地域経済を再生させるうえで、地域間

格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。 

安倍首相は、「最低賃金を毎年３％程度引き上げて、加重平均で１,０００円を

めざす」「ＧＤＰ目標６００兆にふさわしい最低賃金にする」と表明しました。し

かし年３％の引上げでは「できる限り早期に全国最低８００円を確保し、２０２０

年までに全国平均１,０００円をめざす」とした「雇用戦略対話」での政労使三者

合意を先延ばしすることになります。政治的決断で、直ちに１,０００円に引き上

げるべきです。 

あわせて、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡

充すると同時に、最低賃金を改善することは、景気刺激策として有効です。さらに

公正取引の確立の点からみても、最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引

の力関係の中で単価削減・賃下げが押しつけられないようにし、適正利潤を含んだ

単価を実現させることが大切です。 



最低賃金法第９条には、「最低賃金の原則」として「労働者の生計費と賃金」に

海外でもほとんど例のない「支払能力」が併記されています。政府や使用者側はこ

れを理由に、最低賃金を劣悪な労働条件の多い小零細企業の労働者の賃金を指標と

しています。この「生計費」 原則を無視した地場賃金を低くおさえる動きによっ

て、地域間の賃金格差を固定・拡大され、地域経済の疲弊の進行させているのです。 

憲法では「すべて国民は、法の下に平等」「すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する」とされ、労働基準法は第１条で「労働条件は、労

働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならな

い」としています。そして最低賃金法第９条は、最低賃金は生活保護を下回っては

ならないとしています。最低賃金の地域格差をなくして大幅に引き上げ、中小企業

支援策の拡充を実現するため、貴議会におかれましては、国に対して意見書を提出

するよう陳情します。  

 

 

 



陳情番号     件                   名     

第28号 

国に私学助成の拡充を求めることについて 受理年月日 

28.11.16 

 

 陳情の趣旨  

【陳情理由】 

高校生の３割を超える生徒が私立高校に通い、幼児教育、大学教育においてはそ

の８割を私学教育が担っており、私学は公教育の場として大きな役割を果たしてい

ます。しかし、その教育条件等の整備の多くは保護者の学納金負担に任されていま

す。 

２０１０年度から実施され２０１４年度に加算支給額と対象世帯を拡大した就

学支援金制度と２０１４年度から実施された「奨学のための給付金」により学費の

公私間格差は一定程度是正されました。 

しかし、私立高校の学費は就学支援金分を差し引いても全国平均で年額初年度納

付金６０万円、入学金を除いて４４万円と高額な負担が残ります。また、各都道府

県の授業料減免制度の差により居住する場所によって学費負担に大きな格差が出

る学費の自治体間格差も存在しています。この格差を無くしていくには国の就学支

援金制度の拡充が強く求められます。さらに、私立中学校に通う生徒にも学費補助

をという声が全国的に上がっています。 

未来を担う子どもたちのために教育予算を増額し、私学に通う生徒・保護者の学

費負担を軽くし、私学教育本来の良さを一層発揮させる教育条件の維持・向上をは

かるために、私立高校生への就学支援金制度と私学への経常費助成補助の大幅拡充

は当然の方向であり強く求められるところです。 

私たちは、貴議会に対して、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念にもと

づいて、私学助成の―層の充実を図るように、以下の項目について陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

国(内閣総理大臣・財務大巨・文部科学大臣・総務大臣)に対し、地方自治法第９

９条に基づき「公私の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を

保障するため、私学助成の一層の増額を要望する」の意見書を提出してください。 

 

 

 

 



陳情番号     件                   名     

第29号 

神奈川県に私学助成の拡充を求めることについて 受理年月日 

28.11.16 

 

 陳情の趣旨  

【陳情理由】 

神奈川県の私学は、各校が建学の精神に基づき、豊かな教育を作り、神奈川の教

育を支える担い手としての役割を果たし続けてきました。 

しかし神奈川県の私立学校への生徒一人あたり経常費補助は、全国でも数少ない

国基準（国庫補助金と地方交付税交付金の合計額）以下であり、私立高校では国基

準３２４，６２７円に対して３０５，２５４円、中学校は同３１７，０７４円に対

して２１９，７５２円、小学校は同３１５，４１９円に対して２１９，７１８円、

幼稚園では同１８０，５４４円に対して１５２，５０５円と、すべての校種で、全

国最下位水準の助成額です。このため神奈川県の私立高等学校の入学金を除く平均

学費は、約６８万と関東で最も高く、全国的にも極めて高い学費のままです。 

また、将来の大地震への対応が、私学各校にとって大きな課題であり、大きな財

政負担となっています。しかし施設設備助成が神奈川県にはなく、すべて保護者の

負担となっており、これも高学費の要因のひとつとなっています。 

家庭への学費補助は、年収２５０万円未満世帯については国の就学支援金と神奈

川県私立高等学校等生徒学費補助金を合わせて、県内私立高等学校の平均授業料相

当額まで補助されています。しかし生活保護世帯でも年間約２５万円の自己負担が

必要です。就学支援金、神奈川県私立高等学校等生徒学費補助金があっても、私学

を希望する生徒・保護者にとって重い学費負担があり、学費負担が可能な家庭でも、

不測の事態が起こって家計が急変すれば、たちまち授業料の納入に支障をきたす状

況です。 

大阪府では年収６１０万円未満世帯の保護者負担ゼロ、８００万円未満世帯の保

護者負担は年間１１万円です。京都府では年収２５０万円未満世帯の保護者負担ゼ

ロ、年収５００万円未満世帯の保護者負担は年間７万円と保護者負担が大きく軽減

されています。さらに、埼玉県では学費補助の対象に施設整備費を含めることとな

り、年収５００万円未満世帯では、授業料と施設費を合わせた学費の無償化が実現

し、東京都でも補助対象が施設費を含めた学費に拡大されました。さらに、私立中

学校に通う生徒にも学費補助をという声が全国的に上がっています。 

神奈川県では私立高校の高学費が原因で私立高等学校を選択できず、公立中学校

卒業生の全日制高校進学率は前年より改善しているとはいえ、９０．９パーセント

ととても高いとはいえない水準が続いています。私たちは教育の無償化をすすめる



ことで、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障することが重要であると考えていま

す。そして神奈川県においては、私学助成の抜本的な改善によって、私学経営の安

定を図り、保護者の学費負担を軽減することが県政の急務と考えます。 

私たちは、貴議会に対して、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念にもと

づいて、私学助成の一層の充実を図るように、以下の項目について陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

神奈川県知事に対し、地方自治法第９９条に基づき「平成２９年度予算において

私学助成の拡充を求める」意見書を提出してください。 

 

 

 


